
 
 
 
    
    平成２６年度公益社団法人福岡県食品衛生協会役員名簿  
 

 
～ノロウイルス食中毒予防強化期間が 

始まります‼（11 月 1 日～1 月 31 日）～ 
 
本年度も公益社団法人日本食品衛生協会主催の下、「ノロウイルス食中毒予防強化期間」が実施さ

れます。 

ノロウイルスによる食中毒は、年間を通じて発生しており、特に冬期に多発し、学校給食等大規

模な集団食中毒も発生しています。 

このような状況を受け、ノロウイルスによる食中毒を未然に防止し、消費者の食への不安を解消

するため、11 月から 1 月までの 3 か月間を、「ノロウイルス食中毒予防強化期間」と定め、全国の

食品衛生協会と連携して、食品等事業者の自主的な衛生管理の徹底を図るとともに、ノロウイルス

に関する的確な情報を提供し、消費者と事業者が相互に情報を共有する事業を一層強力に推進する

ものです。 

 

～11 月は「労働保険適用促進強化期間」です～                      
労働者（パート・アルバイトを含む）を 1 人でも雇っている事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加

入することが法律で義務付けられています。 

まだ、加入手続きがお済みでない事業主の方は、労働者が安心して働ける職場作りと安定した事業経営

を図るため、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）で加入手続を行ってください。 
【お問い合わせ先】 

〒812-0013  
福岡市博多区博多駅東 2‐11‐1 福岡合同庁舎新館 5 階 
福岡労働局総務部労働保険徴収課 

TEL 092-434-9835 
福岡労働局ホームページ https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/ 

 

～新型コロナウイルス感染防止対策を実施する飲食店営業･ 
喫茶店営業事業者の皆様へ福岡県からのお知らせ～ 

 
「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」 

新型コロナウイルス感染防止対策を行う飲食店を対象に、マスク、消毒液、非接触型体温計、仕切りアク

リル板などの物品の購入に係る経費を福岡県が助成します。 
 
申請受付期間：令和 2 年 9 月 18 日～令和 3 年 1 月 15 日まで 
 
申請窓口 福岡県飲食店向け感染対策助成金事務局 

【郵送先】 〒810-0004 渡辺通郵便局留 

福岡県飲食店向け感染対策助成金事務局 あて 
 

【問合せ先】 コールセンター TEL0120-110-193 

（受付時間）9：00～17：00（12/29～1/3 を除く、土日祝日も受付） 
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「令和２年度衛生管理プランニングセミナー（飲食店向け）」のご案内 
 
  平成 30 年６月、食品衛生法が改正され、原則すべての食品事業者に、HACCP に沿った衛生管理の 
実施が求められることとなりました。 
今回、「HACCP の考え方を取り入れた衛生管理」に関するセミナーを開催しますので、ご案内い

たします。 
 
１ 開催日程及び開催場所 

別表のとおり 
 
２ 受講対象者 

福岡県内（福岡市、北九州市及び久留米市を除く。）において、「飲食店営業」又は「喫茶店営
業」の許可を受けた事業者（除外対象あり） 

 
３ 講習内容 

・「HACCP の基礎知識」講義（約３０分） 
・「衛生管理計画作成実習」講義及び実習（約２時間） 

 
４ 講習会の開催案内 

福岡県保健医療介護部生活衛生課（以下「生活衛生課」）から受講対象者に対し、営業施設があ
る区域の日程を通知する（9/30 往復はがき発送済み。）とともに、全日程を県ホームページに掲載
します。 

 
５ 受講の手続き 
  受講を希望する方は、お送りしたご案内ハガキ（往復はがき）に必要事項を記入し、生活衛生課
あてご返信いただくか、福岡県電子申請にてお申し込みください。（会場の定員を超過した場合、
電話連絡あり。）   
なお、申込み締め切り後も、会場に空きがある場合は受講可能ですので、お気軽に生活衛生課食品

衛生係（TEL092-643-3280）までご相談ください。 
 
６ 受講料 

  無料 
 
別表 開催日程及び開催場所 ※全日程で１日２回（午前 10:15～12:45、午後 13:45～16:15）  

日 程※ 管轄保健所 会  場 

(１) 11 月  6 日（金） 南筑後 
まいぴあ高田 多目的ホール 
（みやま市高田町濃施 14） 

(２) 11 月 10 日（火） 南筑後 
柳川総合庁舎 大会議室 
（柳川市三橋町今古賀 8-1） 

(３) 12 月  3 日（木） 南筑後 
八女総合庁舎 大会議室 
（八女市本村 25） 

(４) 11 月 10 日（火） 嘉穂・鞍手 
飯塚研究開発センター 多目的ホール 
（飯塚市川津 680-41） 

(５) 11 月 12 日（木） 筑紫 
県庁 講堂 
（福岡市博多区東公園 7-7） 

(６) 11 月 17 日（火） 宗像・遠賀 
宗像ユリックス 会議室１・２ 
（宗像市久原 400） 

(７) 11 月 19 日（木） 糸島 
伊都文化会館 視聴覚室 
（糸島市前原東 2-2-7） 

(８) 11 月 24 日（火） 粕屋 
県庁 講堂 
（福岡市博多区東公園 7-7） 

(９) 11 月 27 日（金） 田川 
田川青少年文化ホール 大会議室 
（田川市平松町 3-36） 

(10) 12 月  1 日（火） 北筑後 
小郡市文化会館 小ホール 
（小郡市大板井 136-1） 

(11) 12 月  3 日（木） 京築 
行橋総合庁舎 
（行橋市中央 1-2-1） 


